
建築主様・工事施工者様へ荒川区からのお知らせ 

「工事のお知らせ」忘れていませんか？ 
 

建築及び解体工事では、工事車両の通行、騒音、振動、粉塵の発生によ

り、近隣の皆様に少なからずご迷惑をおかけすることになります。 

これらの影響に対し、事前の説明や配慮が不足すると、近隣トラブルに

発展し、工期の遅延や追加コストの発生、さらには建築主様・工事施工者

様のイメージダウンにつながりかねません。 

 

近隣トラブルの発生を未然に防ぎ、円滑な工事を行うため、建築主様と

工事施工者様が連携し、工事開始の一週間前までに近隣の皆様へ｢工事の

お知らせ｣の配付または工事のご挨拶を徹底しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区 防災都市づくり部 建築指導課 審査係 (代表)03-3802-3111 内 2842・2843 

事名: 近隣の皆様に分かりやすい名称（例：〇〇新築工事）。 

〇工 事 名 称  近隣の皆様にわかりやすい名称 （例）〇〇邸新築工事 

〇工 事 場 所  地名地番ではなく、住居表示を明記し、地図の添付でわかりやすく 

〇工 事 期 間  予備日を含めた全体期間と具体的な作業時間（例）平日 8:00～17:00 

〇作 業 内 容  騒音、振動、通行規制（片側交互通行など）の有無のその期間 

〇連 絡 先  受注者（工事施工者） 現場代理人の名前と緊急連絡先 

発注者（建 築 主） 担当部署と電話番号 

〇休日夜間対応  土日祝日の作業有無や、夜間の緊急連絡体制  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「工事のお知らせ」に記載すべき事項とポイント 

ご迷惑をおかけいたします 


